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電気冷蔵庫で、次の要件の全てに該当し、個別の要件を満たすものです。 

 

■共通の要件 

○令和６年４月１日から令和７年３月 28日までの間に補助対象製品を購入 

し、設置が完了したもの （納品待ち又は設置が未完了の状態では申請できません） 

○現在、ご家庭で使用されているものの撤去を含め、買い替えたもの （新たに設置するものは対象外） 

○阿南市内の販売店又は事業所において購入したもの （インターネットなど通信販売での購入は対象外） 

○新品（未使用品）のもの （使用済みのものは対象外） 

○自ら購入したもの （リース、レンタルは対象外） 

○阿南市内のご自宅で使用するもの （事業用として使用するものは対象外） 

 

■個別の要件 

 

 

 

 

１ 補助対象製品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象製品 要件 省エネ基準 

電気冷蔵庫 

 

省エネ基準達成率 

100％以上のもの 

目標年度 

2021 年度 
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２ 対象製品を「省エネ型製品情報サイト」で確認する方法 

 

対象製品は、資源エネルギー庁が提供する「省エネ型製品情報サイト」で確認することができます。 

 

  URL https://seihinjyoho.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家電量販店などのオリジナル製品は、上記のサイトを検索しても表示されない場合があります 

ので、各メーカー等にお問い合わせください。 

冷蔵庫をクリックすると 

次の画面が表示されます 

【冷蔵庫を検索する場合】 

確
認 

❷ 

 目標年度が 2021年度であることを確認 

 

 省エネ基準達成率
が１００％以上の

製品が補助対象

製品です。 

https://seihinjyoho.go.jp/
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購入店舗 電気冷蔵庫の容量 補助金の交付額 

阿南市に本店登記のある法人又は阿南市に

住所を有する個人が運営する阿南市内の店

舗・事業所 

400 リットル以上 30,000 円／台  

400 リットル未満 15,000 円／台  

上記に該当しない阿南市内の店舗・事務所 

400 リットル以上 10,000 円／台  

400 リットル未満 5,000 円／台  

※ご不明な場合は、環境保全課までお問い合わせください。 

３ 補助金の交付対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 補助金の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法 

 

 

 

 

 

 

 

次の要件の全てに該当する方 です。 

 

 ○申請日において市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方 

 ○市税等を滞納していない方 

 ○暴力団員でない方又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない方 
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5 事前の確認事項 

 
 

申請を検討される 際に、次のことをご確認ください。 

□ 補助対象製品の要件（P1） 

□ 補助金の交付対象者の要件（P3） 

□ 補助金の額（P3） 

 

ご購入又は申請される前 に、次のことをご確認ください。 

□ 補助金交付申請・請求の受付期間中であっても、申請額の累計額が予算の額に達した時点で、受

付を終了すること。また、その受付終了日に予算額を上回って複数の交付申請を受け付けた場合

は、抽選により交付を決定することとしていますので、あらかじめご承知おきください。 

なお、申請額の累計額は、市ホームページにおいて、随時お知らせします。 

□ 購入しようとする家電製品が、補助対象の要件（P1）を満たしているかを確認し、お間違いのない

ようにしてください。 

□ 補助金交付申請書に、「対象製品に買い替えたことを証明する書類」を添付していただくこととな

っています。 

お支払いの際 に、次のことをご確認ください。 

□ キャッシュレス決済（クレジットカード、電子マネー、コード決済等）により一括支払いした場合も領

収書は必要です。 

□ ポイント、クーポン券及びプレミアム商品券による支払いでも構いませんので、ご利用ください。 

□ リボルビング払い又は分割払いにより支払った場合は、補助金申請はできません。 

□ 電気冷蔵庫を購入される際は、リサイクル料金（補助対象外経費）を支払った上で、特定家庭用機

器廃棄物管理票（リサイクル券）を受け取り、その写しを提出してください。 

□ 領収書の様式は問いませんが、次の内容が記載されているかを確認してください。 

 

 

 

□ ５万円以上の領収書等には、収入印紙（消印されたもの）が貼られている必要があります。 

ただし、申告納付の特例制度の税務署長承認を受けている又はクレジットカードで支払った

ことが明記されている場合は不要です。 

□ 領収金額に補助対象外経費（対象外の家電製品の購入費や取付工事・運搬費、家電リサイクル料、

消費税等の額など）が含まれている場合は、その内訳がわかるようにしていただく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

宛名（交付申請者の氏名）、領収金額（税込）、購入した製品名、品番（型番）、 

本体価格（税抜価格）、個数、販売店等の名称及び所在地 
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６ 購入から補助金交付までの手続の流れ 

 

➊ 対象製品への買替え及び設置は、令和６年４月１日から令和７年３月２８日までの間に行ってく

ださい。ただし、次の❷のことにご留意ください。 

➋ 補助金交付申請・請求は、令和６年４月１日から受付します。受付期間は、令和７年３月２８日

までとなっておりますが、申請額の累計額が予算の額に達した時点で、受付期間中であっても

受付を終了します。 

➌ 市において提出書類を審査し、補助金の交付及び交付額を決定したときは、交付申請者に対

して「交付決定兼交付額確定通知書（様式第 4 号）」により通知します。それ以外の方には、「不

交付決定通知書（様式第 5 号）」により、不採択の旨を通知します。 

➍ 補助金は、交付予定日に交付申請者本人の口座に振り込みますので、ご確認ください。 
 

※➌と➍の手続は、随時行います。 

年月 申請者 市 

４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随時申請

交付/振込 

３月 
  

３月２８日までに受付終了 

令和７年 

1日  広報開始 

    相談窓口開設 
令和６年 

① 対象製品への買替え・設置 

４月１日～令和７年３月 28日 

 

申請額の累計額が 

予算の額に達した 

時点で受付終了 

申請額の累計額は 

市ホームページで 

随時お知らせ 

② 補助金交付申請・請求 

４月１日～３月 28日 

④ 口座振込 

③ 交付決定等の通知 

  受付開始 

    審査等 

入金確認 

交付決定等の確認 
振込予定日の確認 
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7 補助金交付申請・請求の方法 

 
 

  補助金交付申請・請求に必要な書類を作成の上、受付期間内に電子申請（５月

中旬以降予定）、郵送又は持参のいずれかの方法により、「阿南市環境保全課」ま

で提出してください。なお、提出に係る費用は、申請者のご負担となります。 

  また、電子申請は、市ホームページのバナー「電子申請」から徳島県電子自治体共同シス

テムにアクセスし、「手続き一覧」からこの補助金申請を選択して申請してください。 
 
 

【申請・請求の受付期間】 

令和６年４月１日から令和７年３月２８日まで 

 

 

【ご留意ください】 
 

受付期間前に提出されたものは受付できませんのでご留意ください。 

なお、受付期間は令和７年３月２8 日までですが、受付期間中であっても申請額

の累計額が予算額に達した時点で受付を終了します。 
 

 

 

 

 
 
 
 

【提出先】 
 

阿南市環境保全課 

 

〒774-8501  

阿南市富岡町トノ町１２番地３ 

受付時間 平日８：３０～１７：１５ 

※夜間・土日・祝日の受付は行っていません。 

 

 

 

 

 

阿南市役所フロア図

２ F

202
会議室

203
会議室

204
会議室

205
会議室

206
会議室

207
会議室

208
会議室

野球のまち推進課

商工政策課

環境管理課

環境保全課

環境管理

部長室

市民

部長室

ふるさと未来課

市民生活課

市民活動支援室

特定事業推進課

まちづくり推進課

下水道課課

水道課
（水道料金お客様センター）

20１
相談室

特定事業

部長室

水道

部長室

市民交流ロビー

市民ロビー

診察室

職員

昼食室
更衣室

（女性）

更衣室

（男性）

展示スペース

北玄関

図書館カウンター

新型コロナ

ワクチン

接種推進室

市役所２階 24 番窓口 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

は
こ
ち
ら
か
ら 

※必着 
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8 補助金交付申請・請求に必要な提出書類 

 
 

補助金交付金申請・請求時 に提出していただく書類は次のとおりです。 

   各書類の様式は、市ホームページに掲載しているほか、環境保全課（市役所２階）の 

窓口に設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
※様式第２号に添付する書類（納税証明書を除く）の様式も作成していますのでご利用ください。 

 
 
 

提出書類 

●阿南市省エネ家電購入緊急事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

様式第１号に 

添付する書類 

・本人確認書類（マイナンバーカード（表）、運転免許証等）の写し 

・対象製品購入明細書兼補助金交付申請額計算書 

・領収書等の写し 

・製造会社（メーカー）が発行した保証書の写し 

・買替えたことを証明する書類等（リサイクル券、LED 照明器具と

高効率給湯器は買替え前後の写真） 

・令和４年１月２日以降に阿南市に転入された方は、令和 4 年 1

月 1 日にお住まいだった市町村で発行された納税証明書 

●阿南市省エネ家電購入緊急支援事業補助金交付請求書（様式第３号） 

様式第３号に 

添付する書類 
・口座情報が確認できるもの（通帳等）の写し 

提出書類 参照 

● 阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金交付申請書兼交付請求書（様式第 2 号） P８・P９ 

様式第２号 
に添付する 

書類 

〇 交付申請者の本人確認書類の写し P10 

〇 補助対象製品に係る領収書等の写し P11 

〇 補助対象製品の製造会社が発行する保証書の写し P12 

〇 買い替えたことを証明する書類等（リサイクル券） P13 

〇 令和６年１月２日以降に阿南市に転入した交付申請者については、 
令和６年１月１日に居住していた市区町村が発行した納税証明書 

P14 

⑤納税証明書 

④ 買い替えたことを証明する書類等 

 
③ 製造会社が発行した保証書の写し 

② 領収書等の写し 

①本人確認書類の写し 

様式第 2号 

 

阿南市省エネ機器等普及促進事業補

助金交付申請書兼交付請求書 

 

（裏面あり） 

❺
は
、
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
に
阿
南
市
に
転
入
さ
れ
た
方
の
み
提
出
が
必
要 

➊～❺は様式第１号の添付

書類です。 このうち、 

➊～❹は共通で、 

❺は右側の 

記載のとお 

りです。 
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様式第２号（第７条関係） 

 

阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金交付申請書兼交付請求書 

 

令和 6年 4月 1日 

（申請先）阿南市長 宛て 

（申請者） 住   所 阿南市富岡町トノ町 12番地 3 

 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ アナン タロウ 

 氏   名 阿南 太郎 

 生年月日 昭和 33 年 ５月 １日生 

 電   話 0884-22-1111 

阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金の交付を受けたいので、阿南市省エネ機器等

普及促進事業補助金交付第７条第１項の規定に基づき、次のとおり申請します。 

なお、この補助金交付申請のため、私の市税等の納付状況及び住民基本台帳の記録の

状況について、市長が関係部局に報告を求めることに同意します。 

１ 補助金交付申請額 １０，０００円 

※定格内容積が 

４００リットル未満 １件５千円 

４００リットル以上 １件１万円 

ただし、市内に本店登記を有する法人又

は市に住所及び店舗等を有する個人事

業者から購入した場合 

４００リットル未満 １件１万５千円 

４００リットル以上 １件３万円 

２ 購入した補助対象

設備の製造会社名

及び型番 

製造会社名  ○○〇（定格内容積   400リットル） 

製品型番  ○○ ○○  ○○         

省エネ基準達成率   ○○〇          ％ 

３ 補助対象設備の 

購入先 

（登録事業者） 

販売店等名 富岡デンキ ○○店 

所  在  地 阿南市富岡町トノ町1番地200 

電話番号 0884-22-3795 

４ その他の補助制度 

の併用（○で囲

む） 

なし・あり（制度名：                 ） 

     （申請先：                 ） 

     （補助金額：               円） 

５ 添付書類 

１ 交付申請者の本人確認書類の写し 

２ 補助対象設備に係る領収書等の写し 

３ 補助対象設備の製造会社が発行する保証書の写し（申請者の

氏名、住所及び購入年月日が記載されたもの） 

４ 振込先口座が確認できる交付申請者の通帳等の写し 

５ 特定家庭用機器廃棄物管理票の写し 

６ 前年度の１月２日以降に阿南市に転入した交付申請者につい

ては、前年度の年１月１日に居住していた市区町村長が発行し

た納税証明書 

７ その他市長が必要と認める書類  

 ⇒裏面に続く 

9 提出書類の作成例 

表面 
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市において、阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金交付決定及び交付額が確定

したときは、次の請求金額を振込先口座に振り込んでください。 

 

請求金額 １０，０００ 円 

 

 振込先口座 

金融機関名  

銀行  
 

阿南    金庫  
 

農協  

支店名 

【店名】 

本 店  
 

富岡  支 店  
 

出張所  

預金科目 １ 普通   ２ 当座 

口座番号 

 

0 1 2 3 4 5 6 

（フリガナ） アナン タロウ 

口座名義 阿南 太郎 

 ※振込先口座は交付申請者本人の口座名義のものに限ります。 

 

振込先口座の写しを添付してください。 

（表紙を開けたページ写し。表紙は不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(裏   面) 

申請者ご本人様の口座情報

を記載してください。 
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本人確認書類の写し 添付用紙 

 

次のいずれか１点の写し 

・マイナンバーカード（表面のみコピーしてください） 

・運転免許証 

・旅券 

・健康保険証 

・年金手帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     コピーは、白黒でかまいません。 

 

 

 

 

 

イメージ 

添付① 
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領収書等の写し 添付用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ○○  

領 収 書 

令和 6 年４月１日 

 阿 南 太 郎  様 

 

（内、消費税及び地方消費税額 ３０，０００円） 

 

    但し、電気冷蔵庫代金として  上記正に領収いたしました。 

    〇〇会社 ○○冷蔵庫 〇〇－○○ １台 300,000 円（税抜）  

 

〒774-8501 

徳島県阿南市富岡町トノ町 1 番地２００ 
 

富岡デンキ 阿南本店 

電話 0884-22-3795 

￥３３０，０００－ 

代表 
者印 

収入印紙 

印 

 

領収書の様式は問いませんが、次の内容が記載されているものとします。 

① 宛名（申請者本人の氏名） 

② 領収金額（税抜額が分かる又は消費税及び地方消費税相当額の記載がある） 

③ 領収年月日 

④ 購入した製品名、品番（型番）、単価、個数 

⑤ 販売店等の名称及び所在地 

 

※領収金額に補助対象外経費（対象外の家電製品の購入費や取付工事・運搬費、家

電リサイクル料、消費税及び地方消費税の額など）が含まれている場合は、その

内訳を明記又は内訳がわかるものを添付してください。 

※販売店の所在地の記載について、例えば、「○○阿南店」のように、店名等で阿南

市内に所在すること分かる場合は、所在地の記載がなくても構いません。 

※領収書への押印は必須ではありませんが、偽造防止にご協力をお願いしています。 

※５万円以上の領収書等には、収入印紙（消印されたもの）が貼られている必要が

あります。ただし、申告納付の特例制度の税務署長承認を受けている場合又はク

レジットカードで支払ったことが明記されているものは不要です。 

※クレジットカードで支払った場合は、支払区分が「一括払い」と明記されたもの

の写しも合わせて提出してください。 

イメージ 

添付② 

① 

➁ 
➁ 

③ 

➃ 

➄ 

領収金額が５万円以上の場合 

（印紙税申告納付承認又はクレジットによる一括払いを除く） 

押印は必須ではありませんが、偽造防止

のためご協力をお願いしています。 
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製造会社（メーカー）が発行した保証書の写し 添付用紙 

 

対象製品の製造会社名、製品名、品番又は型番のほか、交付申請者の氏

名、住所及び購入年月日が記載されたもの 

 

※氏名及び住所を記載する欄がないものは、余白に氏名等を自署してください。 

※販売店等の印の有無は問いません。また、販売店から発行される保証書を添付

する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

○○冷蔵庫 保証書 

品番 AA－BB0123 保証期間 本体１カ年 

お買い上げ日 令和 6年 4月 1日 

お
客
さ
ま 

ご芳名  阿 南 太 郎 

ご住所  阿南市富岡町トノ町 12番地３ 

電 話  ０８８４-２２-１１１１ 

販
売
店 

所在地・店名  阿南市富岡町トノ町 1番地２００ 

富岡デンキ 阿南本店 

電話 0884-22-3795 

株式会社○○○○  

○製造会社（メーカー）が発行した保証書の写し 

製造会社（メーカー）名、製品名、品番（型番）がわかるもので、購入

者の情報（交付申請者の氏名、住所、購入年月日等）が記載されたもの 

※氏名を記載する欄がないものは、余白に氏名を自署してください。 

※販売店等の印の有無は問いません。また、販売店から発行されるものは不

要です。 

 
交付申請者及び販売者の情報が記載

されたものを提出してください。 

添付③ 
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特定家庭用機器廃棄物管理票の写し 添付用紙 

 

特定家庭用機器廃棄物管理票とは「リサイクル券」のことです。５枚複

写のうち４枚目が「排出者控」となっていますので、その写しを添付して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ  

（実物は大きいため、横にして貼っていただいて構いません） 

○買い替えたことを証明する書類等 

 

 ・電気冷蔵庫を買い替えた場合 

家電リサイクル法の規定により、電気冷蔵庫を処分するためにリサイ

クル料金を支払う必要があり、その際、特定家庭用機器廃棄物管理票（リ

サイクル券・５枚複写のうち４枚目が「排出者控」）が作成されますの

で、その写しを提出してください。 

氏名欄は、「交付申請者の氏名」としてください。 

添付④ 

阿南 太郎 

0884－22－３７９５ 
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令和６年１月２日以降に阿南市に転入された方のみ 

 

 

 

令和６年１月１日現在で居住していた市区町村から 

納税証明書の発行を受けて添付してください。 

 

 

 

この用紙に貼る必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付⑤ 
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１０ 交付決定・交付額確定通知 

 

交付申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及

び交付する補助金の額の確定を行い、「阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金交付

決定兼交付額確定通知書」 （様式第４号）により、決定内容及びこれに付した条件を、交付

決定を受けた交付申請者に通知します。 

 

 

様式第４号（第８条関係） 

阿南市指令第○号 

  

    阿南市富岡町トノ町１番地 200 

 阿 南 太 郎 様 

 

阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金交付決定兼交付額確定通知書 

 

令和６年４月１日付けで申請のあった阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金の交付に

ついては、阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下

記のとおり決定及び確定したので、通知します。 

  令和６年○月○日 

 

阿南市長 岩 佐 義 弘     

 

記 

 

１ 交付決定額   金１０，０００円 

 

２ 交付確定額   金１０，０００円 

 

３ 交付予定日   令和６年○月○日 

※通帳には「ｱﾅﾝｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼｬ」と記載されます。 

 

４ 交付の条件 

  ⑴ 補助金の交付の対象となった省エネ家電については、その設置の日から６年を経

過するまでの間、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 

  ⑵ 市長の承認を受けて取得した省エネ家電を処分することにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

  ⑶ 取得した省エネ家電については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を

もって管理するとともに、その効率的な管理を図らなければならないこと。 

  ⑷ 補助金の交付の条件に違反した場合において、補助金の交付決定を取り消され、既

に交付した補助金の返還を命じられたときは、速やかにその返還に応じること。 

  ⑸ 前各号に掲げるもののほか、阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金要綱及び阿

南市補助金等交付規則の規定を順守すること。 

 

印 
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１1 不採択となった場合 

 

審査の結果、不採択となった場合は、交付申請者に対して 「不交付決定通知書」 （様式第

5 号） により、その旨を通知します。 

 

 

様式第５号（第８条関係） 

阿南○第○号 

 令和６年○月○日 

 

 阿 南 太 郎  様 

 

阿南市長 表 原 立 磨    

 

 

阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金不交付決定通知書 

 

 

 令和６年４月１日付けで申請のあった補助金については、次の理由により不交付

と決定したので、阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金交付要綱第８条第２項の

規定により通知します。 

 

 

 

 

理由 

 

 

 

印 
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阿南市役所フロア図

２ F

202
会議室

203
会議室

204
会議室

205
会議室

206
会議室

207
会議室

208
会議室

野球のまち推進課

商工政策課

環境管理課

環境保全課

環境管理

部長室

市民

部長室

ふるさと未来課

市民生活課

市民活動支援室

特定事業推進課

まちづくり推進課

下水道課課

水道課
（水道料金お客様センター）

20１
相談室

特定事業

部長室

水道

部長室

市民交流ロビー

市民ロビー

診察室

職員

昼食室
更衣室

（女性）

更衣室

（男性）

展示スペース

北玄関

図書館カウンター

新型コロナ

ワクチン

接種推進室

 

 

 

 

阿南市環境保全課は、阿南市役所２階です。 

 

     市役所フロア図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿南市環境保全課 

 

   〒774-8501 阿南市富岡町トノ町１２番地３  

   ☎ ０８８４－２２－3413   e-mail  kankyou@anan.i-tokushima.jp 

   受付時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分  ※夜間・土日・祝日は、窓口業務を行っておりません。 

   市ホームページ 

URL https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/202４028000042/ 

1２ 問い合わせ先 

こちら 
です 

mailto:kankyou@anan.i-tokushima.jp

